
確認結果
の回答

「ねんきん特別便」送付の流れと確認結果の記載例について

社会保険庁が把握しているあなたの年
金記録は下記のとおりです。記録がもれ
ている可能性がありますので、太枠内の
加入記録を十分にご確認いただき、ご回
答をお願いいたします。

※ 5000万件の確認中の記録の中に、あ
なたの記録と結びつく可能性のある記
録があるため、お知らせしています。

メッセージ

１．「ねんきん特別便」の送付
（19年度送付分）

「ねんきん特別便」を送付して、年金
加入履歴、年金加入期間等をお知らせ
する。その際、名寄せの結果に応じて、
記録に結びつくと思われる旨の「メッ
セージ」を付して注意喚起を図る。

２．加入記録の確認

加入記録を確認していただき、「ねん
きん特別便」に記載されているもの以
外に年金制度に加入した期間がないか
等を確認。

４．加入記録に訂正がある
場合（被保険者）

年金加入記録照会票に、記載もれ
等となっている加入期間について、
事業所名、加入期間、年金手帳の
記号番号等を記載して、社会保険
業務センター宛に返送。

３．加入記録に訂正がない
場合

（被保険者・年金受給者）

確認はがきの質問の回答に、“訂
正がない”を○で囲み、切り取っ
て社会保険業務センター宛に返送。

５．加入記録に訂正がある
場合（年金受給者）

年金加入記録照会票に、記載もれ
等となっている加入記録について、
事業所名、加入期間、年金手帳の
記号番号等を記載して、社会保険
事務所又は年金相談センターで記
録訂正と年金の再裁定の手続きを
行う。（年金証書の提出が必要）

※社会保険事務所への来訪が困難な場合
等には、『ねんきん特別便専用ダイヤル』で
照会を受け、社会保険事務所等への郵送
を案内する。
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国民年金加入期間が間違いである
場合

記載されているもの以外に厚生年
金に加入した期間がある場合
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